
 

指定居宅介護支援事業に係る指定申請・各種届出等の 

受付窓口の変更について 

 
平成 30 年３月 

栃木県保健福祉部高齢対策課 

 

１ 概要 

  「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の 

整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 号）」の施行により、平成 30 

年４月１日に、指定居宅介護支援事業者に係る指定等の権限が都道府県から 

市町村へ移譲されます。 

 これにより、これまで「健康福祉センター」において受け付けていた指定 

申請及び各種届出等の窓口が、平成 30 年４月から、「事業所が所在する市 

町」に変更となります。 

 

２ 指定申請・各種届出等の受付窓口（体制届出に係る提出期限の特例） 
 

指定申請・各種届出

等の種類 

 

 

 

３月 15 日（木）

まで 

３月 16 日（金）

から 

３月 30 日（金） 

まで 

４月２日（月） 

から 

 

新規指定申請 

 

指定更新申請 

 

変更届出 

 

廃止・休止届出 

 

 

健康福祉センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 

 

 

 

 

 

体 

 

 

制 

 

 

届 

 

 

出 

 

 

従来からの加算

のみを算定 

 

〔現行様式によ

り提出可〕 

 

健康福祉センター 

→４月から算定 

【原則】 

（下記３（１）） 

 

 

 

健康福祉センター 

→４月から算定 

【特例】 

（下記３（２） 

に準じる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 町 

 

 

 

平成 30 年度報

酬改定により新

設された加算を

含む算定 

 

〔報酬改定にあ

わせて改正され

た新様式により

提出することが

必要〕 

 

健康福祉センター 

→４月から算定 

【原則】 

（下記３（１）） 

 

 

 

 

健康福祉センター 

→４月から算定 

【特例】 

（下記３（２）） 

 

 県において報酬情報の処理が

できないため、受理した届出

書は市町に引き継がれ、市町

が処理することとなります。 

３月 30 日までに「申請が決

定とならない場合」又は「各

種届出の不備が是正されない

場合」は、受理した申請書等

は市町に引き継がれ、市町が

処理することとなります。 
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３ 体制届出に係る取扱い 

（１）原則 

    算定を開始する月の前月１５日までに提出することとされています。 
〔例〕平成 30 年５月から算定  

→ 体制届出を平成 30 年４月 13 日（金）までに市町へ提出 

 

（２）平成 30 年度報酬改定により新設される加算の算定に係る特例 

算定を開始する月が平成 30 年４月である場合の健康福祉センターへ 

の提出期限を平成 30 年３月３0 日（金）とします。 

    この特例は、報酬改定に伴う様式の整備期間を考慮して設けられたも 

のであり、平成 30 年４月を算定開始月とする場合にのみ有効です。 

 

４ その他 

（１）適用条例 

    現在適用されている「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関 

する基準等を定める条例（平成 26 年栃木県条例第 60 号）」は廃止と 

なり、平成 30 年４月１日以降は、市町が施行する基準条例が適用され 

ます。 

 

（２）問合せ先・受付窓口（再掲） 

   ・ 平成 30 年３月３０日（平成 29 年度）まで  

→ 健康福祉センター福祉指導課 

 

   ・ 平成 30 年４月 ２日（平成 30 年度）から  

→ 市町介護保険主管課 


